
◆中央公契連モデルの見直しに準拠し、設定範囲を見直し。

【算定式】

①直接工事費の９７％

②共通仮設費の９０％

③現場管理費の９０％

④一般管理費等の６８％

の合計額

【設定範囲】

予定価格の７．５／１０～９．２／１０

最低制限価格の見直しについて

※なお、一般土木工事等とは異なる特殊
な積算体系を有する工事等（建築工事、設
備工事等）における経費等の区分につい
ては、京都府の運用に準ずる。

【適用年月日】

令和４年４月１日以降に入札公
告及び指名通知等を行う工事か
ら適用します。

京田辺市建設部建設政策推進室



測量・建設コンサルタント業務等における最低制限価格制度について 
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令和６年４月９日 改正 
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京田辺市が発注する測量・建設コンサルタント業務等における最低制限価格

制度について、下記のとおり実施します。 

 

記 

 

【最低制限価格の算定基準】 

（１）最低制限価格（税抜き、以下同じ。）は、別表業種区分の欄に掲げる業

務の種類ごとに、予定価格（税抜き、以下同じ。）算出の基礎となった同表

①～④の欄までに掲げる額を合計した額とする（千円未満の端数は、切捨て

とする）。 

ただし、その額が予定価格に１０分の８．１（測量業務にあっては１０分

の８．２、地質調査業務にあっては１０分の８．５）を乗じて得た額を超え

る場合にあっては、予定価格に１０分の８．１（測量業務にあっては１０分

の８．２、地質調査業務にあっては１０分の８．５）を乗じて得た額とし、

予定価格に１０分の６（地質調査業務にあっては３分の２）を乗じて得た額

に満たない場合にあっては、予定価格に１０分の６（地質調査業務にあって

は３分の２）を乗じて得た額とする。 

（２）複数の業種区分から構成される業務等については、構成される各業務の

種類ごとに（１）の要領により算出された額の合計額とする。 

（３）特別なものについては、上記の算定方法に関わらず、予定価格に１０分

の６から１０分の８．１まで（測量業務にあっては１０分の６から１０分の

８．２まで、地質調査業務にあっては３分の２から１０分の８．５まで）の

範囲内で適宜の割合を乗じて得た額とする。 

  

 

【適用時期】 

 令和６年５月１日以降に入札公告又は指名通知を行う業務等から適用する。 

 

 

 



【別表】 

業種区分 ① ② ③ ④ 

測量業務 直接測量費

の額 

測量調査費

の額 

諸経費の額に１

０分の５を乗じ

て得た額 

－ 

建築関係の

建設コンサ

ルタント業

務 

直接人件費

の額 

特別経費の

額 

技術料等経費の

額に１０分の６

を乗じて得た額 

諸経費の額に

１０分の６を

乗じて得た額 

土木関係の

建設コンサ

ルタント業

務 

直接人件費

の額 

直接経費の

額 

その他原価の額

に１０分の９を

乗じて得た額 

一般管理費等

の額に１０分

の５を乗じて

得た額 

地質調査業

務 

直接調査費

の額 

間接調査費

の額に１０

分の９を乗

じて得た額 

解析等調査業務

費の額に１０分

の８を乗じて得

た額 

諸経費の額に

１０分の５を

乗じて得た額 

補償関係コ 

ンサルタン

ト業務 

直接人件費

の額 

直接経費の

額 

その他原価の額

に１０分の９を

乗じて得た額 

一般管理費等

の額に１０分

の５を乗じて

得た額 

 

 


